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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第６期中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益、及び第６期の潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、新株予約権を発行しており新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であ

るため期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。第８期中間連結会計期間の潜在株式調整後

１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり中間純損失であるため記載して

おりません。 

３．当社は、平成17年４月８日付で１株につき50株の株式分割を行っております。なお、第６期中間連結会計期

間及び第６期の１株当たり中間（当期）純利益は期首に株式分割が行われたものとして計算しております。

また、平成18年10月１日付で１株につき５株の株式分割を行っております。なお、第７期の１株当たり当期

純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益は期首に株式分割が行われたものとして計算しておりま

す。 

回次 第６期中 第７期中 第８期中 第６期 第７期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

売上高 （千円） 1,369,666 2,608,809 2,158,347 3,499,191 4,919,429 

経常利益又は経常損

失（△） 
（千円） 151,213 202,057 △275,524 465,846 128,322 

中間（当期）純利益

又は中間純損失

（△） 

（千円） 88,756 107,897 △195,742 287,414 52,639 

純資産額 （千円） 380,677 3,348,924 3,148,601 637,034 3,310,757 

総資産額 （千円） 1,050,148 4,320,989 3,936,260 1,651,187 4,048,205 

１株当たり純資産額 （円） 30,662.70 218,669.56 40,235.15 47,843.37 42,813.36 

１株当たり中間（当

期）純利益又は１株

当たり中間純損失

（△） 

（円） 7,329.10 7,466.10 △2,518.35 22,681.98 706.02 

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益 

（円） － 6,972.91 － － 663.06 

自己資本比率 （％） 36.2 77.5 80.0 38.6 81.8 

営業活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） 129,828 119,062 △174,945 445,001 55,257 

投資活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） △47,407 △241,785 △101,032 △71,973 △387,308 

財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） 15,415 2,505,063 17,879 42,715 2,503,419 

現金及び現金同等物

の中間期末（期末）

残高 

（千円） 406,604 3,107,586 2,644,901 724,970 2,899,810 

従業員数 

（外、平均臨時雇用

者数） 

（人） 
79 

(23) 

184 

(44) 

319 

(63) 

92 

(24) 

197 

(49) 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第６期中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益、及び第６期の潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、新株予約権を発行しており新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であるた

め、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。第８期中間会計期間の潜在株式調整後１株当

たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり中間純損失であるため記載しておりま

せん。 

３．当社は、平成17年４月８日付で１株につき50株の株式分割を行っております。なお、第６期中間会計期間及

び第６期の１株当たり中間（当期）純利益は期首に株式分割が行われたものとして計算しております。 

また、平成18年10月１日付で１株につき５株の株式分割を行っております。なお、第７期の１株当たり当期

純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益は期首に株式分割が行われたものとして計算しておりま

す。 

回次 第６期中 第７期中 第８期中 第６期 第７期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

売上高 （千円） 1,369,666 2,600,488 2,119,502 3,492,594 4,897,343 

経常利益又は経常損

失（△） 
（千円） 157,837 189,027 △232,918 457,665 127,565 

中間（当期）純利益

又は中間純損失

（△） 

（千円） 95,381 100,667 △140,021 279,206 24,506 

資本金 （千円） 113,365 1,443,985 1,461,884 141,985 1,450,385 

発行済株式総数 （株） 12,415 15,315 78,255 13,315 77,330 

純資産額 （千円） 398,276 3,344,008 3,163,624 639,341 3,280,648 

総資産額 （千円） 1,044,002 4,291,203 3,945,423 1,648,298 4,029,094 

１株当たり純資産額 （円） 32,080.25 218,348.59 40,427.12 48,016.61 42,424.00 

１株当たり中間（当

期）純利益又は１株

当たり中間純損失

（△） 

（円） 7,876.18 6,965.84 △1,801.46 22,034.25 328.69 

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益 

（円） － 6,505.69 － － 308.69 

１株当たり配当額 （円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 38.2 77.9 80.2 38.8 81.4 

従業員数 

（外、平均臨時雇用

者数） 

（人） 
48 

(8) 

89 

(12) 

165 

(16) 

57 

(10) 

110 

(15) 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  なお、前連結会計期間まで持分法適用関連会社であった㈱ネットマーケティングは、平成19年５月25日開催の取締役

会の決議に基づき保有株式の一部を売却したため、議決権の保有割合は4.2％となり、当中間連結会計期間より持分法

適用会社から除外しております。 

３【関係会社の状況】 

 前連結会計期間まで持分法適用関連会社であった㈱ネットマーケティングは、平成19年５月25日開催の取締役会の

決議に基づき保有株式の一部を売却したため、議決権の保有割合は4.2％となり、当中間連結会計期間より持分法適用

会社から除外しております。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（アルバイト・人材派遣会社からの派遣社員を含みます。）は、

当中間連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．本社部門（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。 

３．業容拡大に伴う新卒者採用と中途採用を実施したため、前連結会計年度末に比べ122名増加しております。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（アルバイト・人材派遣会社からの派遣社員を含みます。）は、

当中間会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．業容拡大に伴う新卒者採用と中途採用を実施したため、前期末に比べ55名増加しております。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成19年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

インターネット（PC）アフィリエイト広告事業 127   (52)  

モバイルアフィリエイト広告事業 71  (6) 

受託・その他事業 93   (2) 

本社部門（共通） 28 (2) 

合計 319 (63)  

  平成19年９月30日現在

従業員数（人） 165 (16) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、個人消費が定率減税の廃止などによりやや伸び悩み、設備投資は

中小企業を中心に若干鈍化してきたものの、輸出が順調に増加したことから、引き続き緩やかな景気の拡大を維持

しております。 

当社グループが事業展開を行うインターネット・モバイル関連業界は、インターネットのブロードバンド化や携帯

電話のパケット通信代の定額化などを背景に、市場規模は安定した成長を遂げております。 

このような状況の中、当社グループは今後も拡大が予測されている国内のアフィリエイト広告市場において、アフ

ィリエイト事業及びその周辺事業に投資を行い、シェアの拡大を目指してまいりました。 

売上高は、当社グループの広告主である金融業界の一部企業に広告予算の削減や広告出稿の見合わせに伴い、競合

他社が一斉に新たな広告主の獲得に動いたため競争が激化し、またアフィリエイトの基幹システムの開発途中であっ

たことから競合他社とのシステム上の差別化が進捗せず、前年同期より450,461千円減少し、2,158,347千円（前年同

期比△17.3％）となりました。 

売上原価は、アフィリエイトの基幹システムの開発により当期製品製造原価（システム費用）は増加したものの、

売上高の減少に伴う売上原価の減少により前年同期より178,324千円減少し、1,739,952千円（前年同期比△9.3％）

となりました。 

その結果、売上総利益は前年同期より272,136千円減少し、418,395千円（前年同期比△39.4％）となりました。 

販売費及び一般管理費は、前年同期より255,418千円増加し、694,408千円（前年同期比58.2％）となりました。主

な要因として、人員確保に伴う人件費の増加によるものであります。 

その結果、営業損益は前年同期より527,554千円減少し、276,013千円（前年同期比－％）の営業損失となりました。

経常損益は、前年同期より477,582千円減少し、275,524千円（前年同期比－％）の経常損失となりました。 

税金等調整前中間純損益は前年同期より379,320千円減少し、193,006千円（前年同期比－％）の税金等調整前中間

純損失となりました。主な要因として、特別利益に株式会社ネットマーケティングの当社保有株式の一部売却により

関係会社株式売却益を計上したことによるものであります。 

以上の結果、中間純損益は前年同期より303,640千円減少し、195,742千円（前年同期比－％）の中間純損失となり

ました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 ※上記の広告主数及び提携Webサイト数は、平成19年６月を持ってアドコンマッチの事業を廃止したため、アド

コンマッチの広告主数及び提携Webサイト数を除いて算出しております。 

  

当中間連結会計期間におけるインターネット（PC）アフィリエイト広告事業は、当社グループの広告主である金

融業界の一部企業に広告予算の削減や広告出稿の見合わせに伴い、競合他社が一斉に新たな広告主の獲得に動いた

ため競争が激化したこと、またアフィリエイトの基幹システムの開発途中であったことから、競合他社とのシステ

ム上の差別化が図れなかったことにより、広告主（クライアント）数及び提携Webサイト（メディア）数は順調に増

加したものの、減収減益となりました。 

この結果、インターネットアフィリエイト広告事業の売上高は925,251千円（前年同期比△29.0％）、営業利益は

35,126千円（前年同期比△80.5％）となりました。 

  

①インターネット（PC）アフィリエイト広告事業  

  
平成18年９月期 

中間期 

平成19年９月期 

中間期 
増減 前年同期比(％) 

 売上高（千円） 1,306,184 931,511 △374,672 △28.7 

 （外部売上高）（千円） 1,302,295 925,251 △377,044 △29.0 

 （セグメント間売上高）（千円） 3,888 6,260 2,371 61.0 

 営業費用（千円） 1,125,943 896,385 △229,557 △20.4 

 営業利益（千円） 180,240 35,126 △145,114 △80.5 

 広告主（クライアント）数 790 937 147 18.6 

 提携Webサイト（メディア）数 97,768 126,085 28,317 29.0 



当中間連結会計期間におけるモバイル（M0）アフィリエイト広告事業は、当社グループの広告主である金融業界

の一部企業に広告予算の削減や広告出稿の見合わせに伴い、競合他社が一斉に新たな広告主の獲得に動いたため競

争が激化したこと、またアフィリエイトの基幹システムの開発途中でありましたが、競合他社とのシステム上の差

別化が図れなかったことにより、インターネット（PC）アフィリエイト広告事業ほどではなかったものの、減収減

益となりました。しかし、モバイル（M0）アフィリエイト広告事業は、競合他社とのポジションに優位性を維持で

きているため、大幅な減収にはなりませんでした。 

この結果、モバイル（M0）アフィリエイト広告事業の売上高は1,191,537千円（前年同期比△7.7%）、営業利益は

45,899千円（前年同期比△84.2％）となりました。 

  

受託・その他広告事業は、中国子会社である愛徳威広告（上海）有限公司が事業開始に時間を要したため、営業

活動の開始時期が平成19年５月となりました。そのため、中国子会社の決算月が12月であり、今回の連結対象期間

が2007年１月から2007年６月であったため、愛徳威広告（上海）有限公司の売上高を２ヶ月分（５月分、６月分）

計上できたことにより増加いたしました。また中国の愛徳威軟件開発（上海）有限公司において、本社の移転及び

それに伴う人員増等の先行投資のため、営業費用が増加いたしました。 

この結果、受託・その他事業の売上高は、41,558千円（前年同期比172.0％）、営業損失は△98,160千円（前年同

期比76,436千円の増加）となりました。 

  

②モバイル（M0）アフィリエイト広告事業  

  
平成18年９月期 

中間期 

平成19年９月期 

中間期 
増減 前年同期比(％) 

 売上高（千円） 1,293,301 1,192,526 △100,774 △7.8 

 （外部売上高）（千円） 1,291,233 1,191,537 △99,696 △7.7 

 （セグメント間売上高）（千円） 2,067 989 △1,077 △52.1 

 営業費用（千円） 1,003,452 1,146,627 143,175 14.3 

 営業利益（千円） 289,848 45,899 △243,949 △84.2 

 広告主（クライアント）数 743 1,171 428 57.6 

 提携Webサイト（メディア）数 30,654 46,364 15,710 51.2 

③受託・その他事業  

  
平成18年９月期 

中間期 

平成19年９月期 

中間期 
増減 前年同期比(％) 

 売上高（千円） 15,279 41,799 26,519 173.6 

 （外部売上高）（千円） 15,279 41,558 26,279 172.0 

 （セグメント間売上高）（千円） - 240 240 - 

 営業費用（千円） 37,003 139,959 102,955 278.2 

 営業損失（△）（千円） △21,724 △98,160 △76,436 351.9 



(2）キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前中間連結会計期間末に対し

て、462,684千円減少し、2,644,901千円となりました。当社グループにおけるキャッシュ・フローの状況は以下のと

おりであります。 

  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、174,945千円の支出となりました（前年同期比294,008千円減）。これは

主に、税金等調整前中間純損失を193,006千円計上したこと、売上債権が18,303千円増加したこと、仕入債務が

16,528千円減少したこと及び法人税等の還付額を44,506千円計上したことによるものであります。 

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、101,032千円の支出となりました（前年同期比140,753千円増）。これは

主に、サーバーの増加に伴う有形固定資産の取得による支出106,427千円及びソフトウェアの開発による無形固定

資産の取得による支出88,931千円等によるものであります。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、17,879千円の収入となりました（前年同期2,487,183千円減）。これは

主に、新株予約権の行使による新株発行収入22,883千円等によるものであります。 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー

（千円） 
119,062 △174,945 △294,008 

投資活動によるキャッシュ・フロー

（千円） 
△241,785 △101,032 140,753 

財務活動によるキャッシュ・フロー

（千円） 
2,505,063 17,879 △2,487,183 

現金及び現金同等物に係る換算差額

（千円） 
276 3,190 2,913 

現金及び現金同等物の増減額 

（千円） 
2,382,616 △254,908 △2,637,525 

現金及び現金同等物の期首残高 

（千円） 
724,970 2,899,810 2,174,840 

現金及び現金同等物の中間期末残高

（千円） 
3,107,586 2,644,901 △462,684 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当社グループは、生産活動により製品を製造販売する製造業には属しておりませんので、生産実績を記載してお

りません。 

(2）受注状況 

 当中間連結会計期間において、該当事項はありません。 

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺しております。 

２．当中間連結会計期間の総販売実績の100分の10を超える販売先はありません。 

３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前年同期比（％） 

インターネット（PC）アフィリエイト広告事業

（千円） 
925,251 71.0 

モバイルアフィリエイト広告事業（千円） 1,191,537 92.3 

受託・その他事業（千円） 41,558 272.0 

合計（千円） 2,158,347 82.7 



５【研究開発活動】 

 当社グループは、成果報酬型広告事業（アフィリエイト広告事業）を展開しておりますので、広告主とメディアを

連携するためのシステム開発等に必要な研究開発活動を実施しております。具体的には、事業の中核をなす成果報酬

型広告（アフィリエイト広告）に関する新技術や新サービスの開発を継続的に実施しております。 

当中間連結会計期間における研究開発費は3,200千円であり、主として受託・その他広告事業における中国市場向け

の価格比較サイト等の研究開発を行いました。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

   当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。  

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあ

りません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

   ②【発行済株式】  

   (注） 「提出日現在発行数」欄には、平成19年12月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により 

    発行されたものは含まれておりません。  

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 306,300 

計 306,300 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成19年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年12月21日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 78,255 78,925 
東京証券取引所 

（マザーズ） 

権利内容に何

ら限定のない

当社における

標準となる株

式 

計 78,255 78,925 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

①平成17年４月12日臨時株主総会決議 

ａ）第１回新株予約権  

 （注） １．平成18年10月１日付けの株式分割（１：５）に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使

時の払込金額、新株予約権の行使により株式発行する場合の株式の発行及び資本組入額の調整が行われてお

ります。 

新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議による新株発行予定数の内、取

締役会決議により付与を決定した数から、新株予約権の権利を行使した者の該当数を減じたものでありま

す。 

        ２．新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。 

 (1）当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端 

   数は切り上げる。 

(2）当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による場合を 

  除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

    上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除 

    した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金 

    額」を「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

(3）当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若し 

    くは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合、合理的な範囲で 

    適切に行使価額を調整する。 

３．新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。 

(1）新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は  

  従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使に 

  つき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。 

(2）新株予約権の相続は認めない。ただし、取締役会が特に認めた場合は、この限りでない。  

(3）新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１個未満 

    の行使はできないものとする。  

(4）その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。  

 
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 362（注）１ 262（注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式  同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）            1,810（注）１           1,310（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 12,720（注）１,２  同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年４月13日から 

平成27年４月12日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  12,720 

 資本組入額  6,360 

（注）１,２  

同左 

新株予約権の行使の条件  （注）３  同左 

新株予約権の譲渡に関する事項  （注）４  同左 

代用払込みに関する事項   －  － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  （注）５    同左 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率

       
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
新規発行前の時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



４．新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。  



５．完全親会社となる会社への新株予約権の承継 

当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、当社が発行する新株予約権に係る義務は、株

式交換の日又は株式移転の日に完全親会社となる会社に承継される。ただし、当該株式交換に係る株式交換

契約書又は当該株式移転に係る株主総会決議において、以下に定める方針に沿った内容の定めがなされた場

合に限る。 

(1）新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類 

完全親会社の普通株式 

(2）新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数 

株式交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

る。 

(3）各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額 

行使価額に新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。 

行使価額は、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により1円未満の端数が生じた場合は、こ

れを切り捨てる。 

(4）新株予約権の行使期間 

上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と株式交換の日又は株式移転の日のいずれか遅い日から、上記

に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。 

(5）その他の新株予約権の行使の条件 

（注）３に準じて決定する。 

(6）新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡するには、完全親会社の取締役会の承認を要する。 



ｂ）第２回新株予約権  

 （注） １．平成18年10月１日付けの株式分割（１：５）に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行 

            使時の払込金額、新株予約権の行使により株式発行する場合の株式の発行及び資本組入額の調整が行われ 

            ております。 

       新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議による新株予約権発行予定数 

            の内、取締役会決議により付与を決定した数から、新株予約権の権利を行使した者及び退職により権利を 

            喪失した者の該当数を減じたものであります。 

     ２．新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。 

 (1）当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端 

   数は切り上げる。 

(2）当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による場合を除

く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。  

    上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除 

    した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金 

    額」を「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

(3）当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若し 

    くは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合、合理的な範囲で 

    適切に行使価額を調整する。 

３．新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。 

(1）新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従

業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正

当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。 

(2）新株予約権の相続は認めない。ただし、取締役会が特に認めた場合は、この限りでない。  

(3）新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１個未満 

    の行使はできないものとする。  

(4）その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。  

４．新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。  

 
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 98（注）１     98（注）１     

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －   － 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 490（注）１ 490（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）        12,720（注）１，２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年４月13日から 

平成27年４月12日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 

発行価格及び資本組入額（円） 

 発行価格  12,720 

 資本組入額  6,360 

       （注）１，２ 

 同左 

新株予約権の行使の条件  （注）３  同左 

新株予約権の譲渡に関する事項  （注）４  同左 

代用払込みに関する事項   －  － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５  同左  

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率

       
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
新規発行前の時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



５．完全親会社となる会社への新株予約権の承継 

当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、当社が発行する新株予約権にかかる義務は、

株式交換の日又は株式移転の日に完全親会社となる会社に承継される。ただし、当該株式交換にかかる株式

交換契約書又は当該株式移転にかかる株主総会決議において、以下に定める方針に沿った内容の定めがなさ

れた場合に限る。 

(1）新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類 

完全親会社の普通株式 

(2）新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数 

株式交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

る。 

(3）各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額 

行使価額に新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。 

行使価額は、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により1円未満の端数が生じた場合は、こ

れを切り捨てる。 

(4）新株予約権の行使期間 

上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と株式交換の日又は株式移転の日のいずれか遅い日から、上記

に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。 

(5）その他の新株予約権の行使の条件 

（注）３に準じて決定する。 

(6）新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡するには、完全親会社の取締役会の承認を要する。 



②平成17年６月24日定時株主総会決議 

ａ）第３回新株予約権  

 （注） １．平成18年10月１日付けの株式分割（１：５）に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行 

            使時の払込金額、新株予約権の行使により株式発行する場合の株式の発行及び資本組入額の調整が行われ 

            ております。 

       新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議による新株予約権発行予定数  

            の内、取締役会決議により付与を決定した数から、新株予約権の権利を行使した者及び退職により権利を 

            喪失した者の該当数を減じたものであります。 

     ２．新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。 

 (1）当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端 

   数は切り上げる。 

(2）当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による場合を  

除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。  

    上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除 

    した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金 

    額」を「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

(3）当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若し 

    くは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合、合理的な範囲で 

    適切に行使価額を調整する。 

３．新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。 

(1）新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は 

    従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使 

    につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。 

(2）新株予約権の相続は認めない。ただし、取締役会が特に認めた場合は、この限りでない。  

(3）新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１個未満 

    の行使はできないものとする。  

(4）その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。  

４．新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。  

 
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 147（注）１ 139（注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式  同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）      735（注）１      695（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 30,000（注）１，２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年６月25日から 

平成27年６月24日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 

発行価格及び資本組入額（円） 

 発行価格   30,000 

 資本組入額  15,000 

 （注）1，２ 

同左 

新株予約権の行使の条件  （注）３  同左 

新株予約権の譲渡に関する事項  （注）４  同左 

代用払込みに関する事項  －  －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  （注）５ 同左  

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率

       
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
新規発行前の時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



５．完全親会社となる会社への新株予約権の承継 

当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、当社が発行する新株予約権にかかる義務は、

株式交換の日又は株式移転の日に完全親会社となる会社に承継される。ただし、当該株式交換にかかる株式

交換契約書又は当該株式移転にかかる株主総会決議において、以下に定める方針に沿った内容の定めがなさ

れた場合に限る。 

(1）新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類 

完全親会社の普通株式 

(2）新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数 

株式交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

る。 

(3）各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額 

行使価額に新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。 

行使価額は、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により1円未満の端数が生じた場合は、こ

れを切り捨てる。 

(4）新株予約権の行使期間 

上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と株式交換の日又は株式移転の日のいずれか遅い日から、上記

に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。 

(5）その他の新株予約権の行使の条件 

（注）３に準じて決定する。 

(6）新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡するには、完全親会社の取締役会の承認を要する。 



ｂ）第４回新株予約権  

 （注） １．平成18年10月１日付けの株式分割（１：５）に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行  

            使時の払込金額、新株予約権の行使により株式発行する場合の株式の発行及び資本組入額の調整が行われ 

            ております。 

       新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議による新株予約権発行予定数  

            の内、取締役会決議により付与を決定した数から、退職により権利を喪失した者の該当数を減じたもので  

            あります。 

     ２．新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。 

 (1）当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端 

   数は切り上げる。 

(2）当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による場合を除

く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。  

    上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除 

    した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金 

    額」を「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

(3）当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若し 

    くは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合、合理的な範囲で 

    適切に行使価額を調整する。 

３．新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。 

(1）新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は 

従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。 

(2）新株予約権の相続は認めない。ただし、取締役会が特に認めた場合は、この限りでない。  

(3）新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１個未  

満の行使はできないものとする。  

(4）その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。  

４．新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。  

 
中間会計期間末現在 

（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個）      107（注）１      81（注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －  － 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式  同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）     535（注）１      405（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）     30,000（注）１，２     同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年７月１日から 

平成27年６月30日まで 
       同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 

発行価格及び資本組入額（円） 

 発行価格   30,000 

 資本組入額  15,000 

（注）１，２ 

同左 

新株予約権の行使の条件  （注）３  同左 

新株予約権の譲渡に関する事項  （注）４  同左 

代用払込みに関する事項   －  － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  （注）５    同左 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率

       
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
新規発行前の時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



５．完全親会社となる会社への新株予約権の承継 

当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、当社が発行する新株予約権にかかる義務は、

株式交換の日又は株式移転の日に完全親会社となる会社に承継される。ただし、当該株式交換にかかる株式

交換契約書又は当該株式移転にかかる株主総会決議において、以下に定める方針に沿った内容の定めがなさ

れた場合に限る。 

(1）新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類 

完全親会社の普通株式 

(2）新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数 

株式交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

る。 

(3）各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額 

行使価額に新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。 

行使価額は、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により1円未満の端数が生じた場合は、こ

れを切り捨てる。 

(4）新株予約権の行使期間 

上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と株式交換の日又は株式移転の日のいずれか遅い日から、上記

に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。 

(5）その他の新株予約権の行使の条件 

（注）３に準じて決定する。 

(6）新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡するには、完全親会社の取締役会の承認を要する。 



(3）【ライツプランの内容】 

      該当事項はありません。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

（注）１．新株予約権の権利行使によるものです。 

２．平成19年10月１日から平成19年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が670株、資 

本金及び資本準備金がそれぞれ5,730千円増加しております。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成19年４月１日～

平成19年９月30日 

（注）１  

925 78,255 11,499 1,461,884 11,499 1,451,884 



(5）【大株主の状況】 

（注）１．前事業年度末現在、主要株主でなかった伊藤忠商事株式会社は、当中間期では主要株主となっております。 

２．前事業年度末現在、主要株主であった中鉢正人は、当中間期末では、主要株主ではなくなりました。 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

岡村 陽久 東京都台東区 28,465 36.37 

伊藤忠商事株式会社（注１） 東京都港区北青山2丁目5-1 11,600 14.82 

  

エヌ・ティ・ティコミュニケ

ーションズ株式会社  

  

東京都千代田区内幸町1丁目1-6 3,500 4.47 

バンク オブ ニューヨーク 

ジーシーエム クライアント 

アカウンツ イー アイエスジ

ー (常任代理人 株式会社  

三菱東京UFJ銀行）      

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET 

LONDON EC4A 2BB,UNITED KINGDOM 

 (東京都千代田区丸の内2丁目2番1号) 

2,048 2.62 

松嶋 良治 東京都文京区 1,885 2.41 

大和証券株式会社 東京都千代田区大手町2丁目六番四号 903 1.15 

秋月 康人 東京都世田谷区 709 0.91 

中鉢 正人 （注２） 東京都台東区 650 0.83 

株式会社オプト 東京都千代田区大手町1丁目6-1 650 0.83 

ニフティ株式会社 東京都品川区南大井6丁目26-１ 650 0.83 

        

計 － 51,060  65.25 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

該当事項はありません。 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式78,255  78,255 

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 78,255 － － 

総株主の議決権 － 78,255 － 



２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） １．最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 121,000 92,500 130,000 102,000 77,400 65,000 

最低（円） 64,300 52,100 66,000 69,000 55,800 44,500 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表につ

いて、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平

成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中

間財務諸表について、あずさ監査法人による中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金     3,107,586 2,644,901   2,899,810 

２．売掛金     824,919 639,305   619,023 

３．たな卸資産     183 583   623 

４．繰延税金資産     12,068 7,114   7,395 

５．その他     24,359 39,190   62,212 

貸倒引当金     △1,769 △6,314   △2,930 

流動資産合計     3,967,348 91.8 3,324,781 84.5   3,586,135 88.6

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１   126,340 211,291   132,157 

２．無形固定資産     61,713 153,136   76,134 

３．投資その他の資産           

(1）繰延税金資産   9,878   721 865   

(2）その他   155,708   268,356 269,935   

貸倒引当金   － 165,586 △22,027 247,050 △17,022 253,778 

固定資産合計     353,640 8.2 611,478 15.5   462,069 11.4

資産合計     4,320,989 100.0 3,936,260 100.0   4,048,205 100.0 

          

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金     721,378 586,504   569,238 

２．一年以内返済予定
長期借入金 

    19,383 10,008   10,008 

３．未払法人税等     79,704 6,076   550 

４．ポイント引当金      10,771 21,653   16,196 

５．その他     122,519 155,116   128,150 

流動負債合計     953,756 22.1 779,358 19.8   724,143 17.9

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金     18,308 8,300   13,304 

固定負債合計     18,308 0.4 8,300 0.2   13,304 0.3

負債合計     972,064 22.5 787,658 20.0   737,447 18.2

            

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）                    

Ⅰ 株主資本                     

 １ 資本金     1,443,985 33.4   1,461,884 37.1   1,450,385 35.8 

 ２ 資本剰余金     1,433,985 33.2   1,451,884 36.9   1,440,385 35.6 

 ３ 利益剰余金     471,003 10.9   215,466 5.5   415,745 10.3 

  株主資本合計     3,348,973 77.5   3,129,235 79.5   3,306,515 81.7 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

 １ 為替換算調整勘定     △48 0.0   19,366 0.5   4,241 0.1 

  評価・換算差額等合

計 
    △48 0.0   19,366 0.5   4,241 0.1 

純資産合計     3,348,924 77.5   3,148,601 80.0   3,310,757 81.8 

負債純資産合計     4,320,989 100.0   3,936,260 100.0   4,048,205 100.0 

                     



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   2,608,809 100.0 2,158,347 100.0   4,919,429 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,918,276 73.5 1,739,952 80.6   3,675,231 74.7

売上総利益   690,532 26.5 418,395 19.4   1,244,197 25.3

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

※１ 438,990 16.9 694,408 32.2   1,040,016 21.2

営業利益又は営
業損失(△) 

  251,541 9.6 △276,013 △12.8   204,181 4.1

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息   347   4,362 3,186   

２．デリバティブ評
価益 

  51   － 51   

３．還付加算金   －   1,266 －   

４．その他   79 478 0.0 108 5,737 0.3 144 3,382 0.1

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息   1,757   347 2,313   

２．株式交付費    9,558   114 9,622   

３．為替差損     －   4,644 4,738   

４．上場関連費用   33,175   － 33,175   

５．その他   5,471 49,962 1.9 141 5,248 0.3 29,389 79,240 1.6

経常利益又は経
常損失(△) 

  202,057 7.7 △275,524 △12.8   128,322 2.6

Ⅵ 特別利益         

１．関係会社株式売
却益 

  －   86,893 －   

２．貸倒引当金戻入
益 

  2,230   645 －   

３．その他   － 2,230 0.1 － 87,539 4.0 26,773 26,773 0.5

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産除却損 ※２ 86   1,128 2,805   

２．固定資産売却損 ※３ －   1,751 －   

３．本社移転費用 ※４ 12,117   － 12,117   

４．過年度ポイント
引当金繰入額 

  5,771   － 5,771   

５．減損損失 ※５ － 17,975 0.7 2,141 5,021 0.2 10,422 31,116 0.6

税金等調整前中
間（当期）純利
益又は中間純損
失(△) 

  186,313 7.1 △193,006 △9.0   123,980 2.5

法人税、住民税
及び事業税 

  79,995   2,257 59,137   

法人税等調整額   △1,579 78,416 3.0 478 2,736 0.1 12,204 71,341 1.4

中間（当期）純
利益又は中間純
損失(△) 

  107,897 4.1 △195,742 △9.1   52,639 1.1

            



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）            

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日）            

   株主資本 
 評価・ 

換算差額等 
 純資産合計 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本合

計 
為替換算 
調整勘定 

 

平成18年３月31日残高（千円） 141,985 131,985 363,106 637,076 △41 637,034 

中間連結会計期間中の変動額             

 新株の発行 1,302,000 1,302,000   2,604,000   2,604,000 

 中間純利益     107,897 107,897   107,897 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

        △7 △7 

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円） 

1,302,000 1,302,000 107,897 2,711,897 △7 2,711,889 

平成18年９月30日残高（千円） 1,443,985 1,433,985 471,003 3,348,973 △48 3,348,924 

   株主資本 
 評価・ 

換算差額等 
 純資産合計 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本合

計 
為替換算 
調整勘定 

 

平成19年３月31日残高（千円） 1,450,385 1,440,385 415,745 3,306,515 4,241 3,310,757 

中間連結会計期間中の変動額             

 新株の発行 11,499 11,499   22,998   22,998 

 中間純損失（△）     △195,742 △195,742   △195,742 

持分法適用関連会社除外による
減少  

    △4,535 △4,535   △4,535 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

        15,124 15,124 

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円） 

11,499 11,499 △200,278 △177,280 15,124 △162,155 

平成19年９月30日残高（千円） 1,461,884 1,451,884 215,466 3,129,235 19,366 3,148,601 



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）            

   株主資本 
 評価・ 

換算差額等 
 純資産合計 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本合

計 
為替換算 
調整勘定 

 

平成18年３月31日残高（千円） 141,985 131,985 363,106 637,076 △41 637,034 

連結会計年度中の変動額             

 新株の発行 1,308,400 1,308,400   2,616,800   2,616,800 

 当期純利益     52,639 52,639   52,639 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

        4,283 4,283 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

1,308,400 1,308,400 52,639 2,669,439 4,283 2,673,722 

平成19年３月31日残高（千円） 1,450,385 1,440,385 415,745 3,306,515 4,241 3,310,757 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結キ
ャッシュ・フロー計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

        

税金等調整前中間（当期）純
利益又は中間純損失（△） 

  186,313 △193,006 123,980 

減価償却費   27,231 41,792 61,612 

のれん償却額   400 400 800 

貸倒引当金の増加額（△減少
額） 

  △2,230 8,389 15,952 

ポイント引当金の増加額   10,771 5,457 16,196 

株式交付費   9,558 114 9,622 

受取利息及び受取配当金   △347 △4,362 △3,186 

支払利息   1,757 347 2,313 

為替差損   － 4,772 － 

関係会社株式売却益    － △86,893 － 

固定資産除却損   － 1,128 2,805 

固定資産売却損   － 1,751 － 

減損損失    － 2,141 10,422 

持分法による投資損益   4,002 － 16,487 

売上債権の減少額（△増加
額） 

  △83,430 △18,303 122,466 

仕入債務の増加額（△減少
額） 

  100,104 16,528 △52,034 

未払消費税等の増加額（△減
少額） 

  △19,227 △8,921 △23,243 

未払金及び未払費用の増加額   39,440 19,168 57,903 

その他   27,456 △12,612 △21,572 

小計   301,799 △222,107 340,527 

利息及び配当金の受取額   347 4,362 3,186 

利息の支払額   △1,617 △340 △2,279 

法人税等の還付額    － 44,506 － 

法人税等の支払額   △181,466 △1,365 △286,177 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  119,062 △174,945 55,257 

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結キ
ャッシュ・フロー計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

        

有形固定資産の取得による支
出 

  △94,152 △106,427 △120,419 

無形固定資産の取得による支
出 

  △28,200 △88,931 △70,744 

関係会社株式の売却による収
入  

  － 102,000 － 

差入保証金の差入による支出   △87,583 △14,144 △95,184 

投資有価証券の取得による支
出 

  △31,500 － △101,500 

その他   △348 6,470 540 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  △241,785 △101,032 △387,308 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

        

長期借入金の返済による支出   △89,379 △5,004 △103,758 

新株発行による収入   2,594,442 － 2,594,442 

新株予約権行使による新株発
行収入 

  － 22,883 12,735 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  2,505,063 17,879 2,503,419 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算
差額 

  276 3,190 3,472 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額   2,382,616 △254,908 2,174,840 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   724,970 2,899,810 724,970 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高 

※１ 3,107,586 2,644,901 2,899,810 

   



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数    １社 

全ての子会社を連結しており

ます。 

連結子会社の名称 

愛徳威軟件開発（上海）有限

公司 

(1）連結子会社の数    ２社 

全ての子会社を連結しており

ます。 

連結子会社の名称 

愛徳威軟件開発（上海）有限

公司 

愛徳威広告（上海）有限公司 

(1）連結子会社の数    ２社 

全ての子会社を連結しており

ます。 

連結子会社の名称 

愛徳威軟件開発（上海）有限

公司 

愛徳威広告（上海）有限公司 

当連結会計年度において、新

規設立に伴い子会社となった

愛徳威広告（上海）有限公司

を追加しております。 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用の関連会社数 

１社 

全ての関連会社に持分法を適

用しております。 

会社等の名称 

㈱ネットマーケティング 

該当事項はありません。 

㈱ネットマーケティングは、

株式の売却により持分比率が

低下したため、持分法適用の

範囲から除外しました。  

(1）持分法適用の関連会社数 

１社 

全ての関連会社に持分法を適

用しております。 

会社等の名称 

㈱ネットマーケティング 

  (2）同社の中間決算日が中間連結

決算日と異なるため、中間連

結決算日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表を使用し

ております。 

  (2）同社の決算日が連結決算日と

異なるため、連結決算日現在

で実施した仮決算に基づく財

務諸表を使用しております。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

連結子会社愛徳威軟件開発（上

海）有限公司の中間決算日は６月

30日であります。 

中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同中間決算日現在の財務諸

表を使用しております。但し、７

月１日から中間連結決算日９月30

日までの期間に発生した重要な取

引については、連結上必要な調整

を行っております。 

連結子会社愛徳威軟件開発（上

海）有限公司及び愛徳威広告（上

海）有限公司の中間決算日は６月

30日であります。 

中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同中間決算日現在の財務諸

表を使用しております。但し、７

月１日から中間連結決算日９月30

日までの期間に発生した重要な取

引については、連結上必要な調整

を行っております。 

連結子会社愛徳威軟件開発（上

海）有限公司及び愛徳威広告（上

海）有限公司の決算日は12月31日

であります。 

連結財務諸表の作成に当たって

は、同決算日現在の財務諸表を使

用しております。但し、１月１日

から連結決算日３月31日までの期

間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行ってお

ります。  

４．会計処理基準に関する事

項 

      

 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券  

その他有価証券  

時価のないもの 

移動平均法による原価法  

① 有価証券  

     同左 

① 有価証券  

     同左 

  ② デリバティブ 

時価法を採用しております。 

②    ─────  ② デリバティブ 

時価法を採用しております。 

  ③ たな卸資産 

    ─────  

③ たな卸資産 

商品 

先入先出法による原価法を

採用しております。 

③ たな卸資産 

    ─────  

  仕掛品 

個別法による原価法を採用

しております。 

仕掛品 

個別法による原価法を採用

しております。 

仕掛品 

個別法による原価法を採用

しております。 

  貯蔵品 

先入先出法による原価法を

採用しております。 

貯蔵品 

先入先出法による原価法を

採用しております。 

貯蔵品 

先入先出法による原価法を

採用しております。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

当社は定率法を、また在外連

結子会社は当該国の会計基準

に基づく定額法を採用してお

ります。 

主な耐用年数 

建物      ８～15年 

工具器具備品  ４～８年 

① 有形固定資産 

当社は定率法を、また在外連

結子会社は当該国の会計基準

に基づく定額法を採用してお

ります。 

主な耐用年数 

建物      ６～15年 

工具器具備品  ４～８年 

（会計方針の変更） 

  当社は当中間連結会計期間

より法人税法の改正に伴い、

平成19年４月１日以降に取得

した資産については、改正後

の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。 

 なお、この変更により、営

業利益、経常利益及び税金等

調整前中間純利益はそれぞれ

3,975千円減少しておりま

す。 

  セグメント情報に与える影

響については、当該箇所に記

載しております。 

（追加情報） 

  当社は当中間連結会計期間

より法人税法の改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得

した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額

の５％に到達した連結会計年

度の翌連結会計年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。 

 これによる損益に与える影

響は軽微であります。 

  セグメント情報に与える影

響については、当該箇所に記

載しております。   

① 有形固定資産 

当社は定率法を、また在外連

結子会社は当該国の会計基準

に基づく定額法を採用してお

ります。 

主な耐用年数 

建物      ６～15年 

工具器具備品  ４～８年 

  ② 無形固定資産 

当社は定額法を採用しており

ます。なお、自社利用のソフ

トウエアについては、社内に

おける利用可能期間（３～５

年）に基づいております。 

② 無形固定資産 

     同左 

② 無形固定資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

① 貸倒引当金 

     同左 

① 貸倒引当金 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  ② ポイント引当金 

顧客に付与されたポイントの

使用による費用発生に備える

ため、当中間連結会計期間末

において将来使用されると見

込まれる額を計上しておりま

す。  

 (追加情報） 

 ポイント引当金は、ポイン

ト付与数及びポイント利用数

が増加したことから重要性が

増し、かつ、当中間連結会計

期間末において将来利用され

ると見込まれる額の合理的な

算定が可能となったことか

ら、当中間連結会計期間より

計上することといたしまし

た。 

 これに伴い、従来の方法に

比較して売上総利益、営業利

益及び経常利益はそれぞれ

4,999千円減少し、さらに特

別損失として過年度分のポイ

ント引当金繰入額を5,771千

円計上したことにより、税金

等調整前中間純利益は10,771

千円減少しております。 

② ポイント引当金 

顧客に付与されたポイントの

使用による費用発生に備える

ため、当中間連結会計期間末

において将来使用されると見

込まれる額を計上しておりま

す。  

② ポイント引当金 

顧客に付与されたポイントの

使用による費用発生に備える

ため、当連結会計年度末にお

いて将来使用されると見込ま

れる額を計上しております。  

 (追加情報） 

  ポイント引当金は、ポイン

ト付与数及びポイント利用数

が増加したことから重要性が

増し、かつ、当連結会計年度

末において将来利用されると

見込まれる額の合理的な算定

が可能となったことから、当

連結会計年度より計上するこ

とといたしました。 

  これに伴い、従来の方法に

比較して売上総利益、営業利

益及び経常利益はそれぞれ

10,425千円減少し、さらに特

別損失として過年度分のポイ

ント引当金繰入額を5,771千円

計上したことにより、税金等

調整前当期純利益は16,196千

円減少しております。 

  

(4）重要なリース取引の処

理方法 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

       同左 同左 

(5）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

① 消費税等の会計処理 

     同左 

① 消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同

等物）は、手許現金、随時引き出

し可能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得

日から３か月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっておりま

す。 

       同左 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３か月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっておりま

す。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

 (自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

 (自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

 (自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）  

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第８号 平成17年12

月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額

は3,348,924千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正に

より、当中間連結会計期間末における中

間連結貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間連結財務諸表規則によ

り作成しております。  

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）  

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）を適用

しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

3,310,757千円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度末における連結貸借対照表

の純資産の部については、改正後の連結財

務諸表規則により作成しております。 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

（中間連結損益計算書）  （中間連結損益計算書）  

「株式交付費」は、前中間連結会計期間まで営業外費用の「その

他」に含めて表示していましたが、営業外費用の総額の100分の10を

超えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間における「新株発行費」の金額は600千

円であります。 

「為替差損」は、前中間連結会計期間まで営業外費用の「その他」に

含めて表示していましたが、営業外費用の総額の100分の10を超えた

ため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間における「為替差損」の金額は1,015千

円であります。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）    （中間連結キャッシュ・フロー計算書）    

１．前中間連結会計期間において、「営業権償却」として掲記され 

ていたものは、当中間連結会計期間から「のれん償却額」として

表示しております。   

１．「為替差損」は、前中間連結会計期間まで営業活動によるキャッ 

シュフローの「その他」に含めて表示していましたが、金額的重

要性が増したため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間における「為替差損」の金額は

1,015千円であります。   

２．前中間連結会計期間において、「新株発行費」として掲記され 

ていたものは、 当中間連結会計期間から「株式交付費」として

表示しております。  

２．「固定資産除却損」は、前中間連結会計期間まで営業活動による 

キャッシュフローの「その他」に含めて表示していましたが、金

額的重要性が増したため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間における「固定資産除却損」の金額

は86千円であります。   



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は   

44,845千円であります。 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は   

87,093千円であります。 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は  

68,661千円であります。 

２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行  

うため取引銀行と当座貸越契約を締結し

ております。 

 当中間連結会計期間末における当座貸

越契約に係る借入実行残高は次のとおり

であります。 

  

当座貸越極度額  300,000千円

借入実行残高   ― 

差引額     300,000千円

２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行 

うため取引銀行と当座貸越契約を締結し

ております。 

 当中間連結会計期間末における当座貸

越契約に係る借入実行残高は次のとおり

であります。 

  

当座貸越極度額  300,000千円

借入実行残高   ― 

差引額     300,000千円

２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行  

うため取引銀行と当座貸越契約を締結

しております。 

 当連結会計年度末における当座貸越

契約に係る借入実行残高は次のとおり

であります。 

  

当座貸越極度額    300,000千円

借入実行残高    ― 

差引額     300,000千円



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 35,527千円

給料手当 148,994千円

減価償却費 12,951千円

   

役員報酬       36,527千円

給料手当      294,591千円

減価償却費       26,307千円

貸倒引当金繰入額     14,153千円

地代家賃  73,165千円

役員報酬       69,601千円

給料手当      346,504千円

採用教育費      126,472千円

貸倒引当金繰入額      3,988千円

減価償却費       31,511千円

※２ 固定資産除却損 ※２ 固定資産除却損 ※２ 固定資産除却損 

ソフトウエア 86千円

合計 86千円

工具器具備品   516千円

ソフトウエア   611千円

合計   1,128千円

建物      1,081千円

ソフトウェア      1,723千円

合計      2,805千円

※３     ───── ※３ 固定資産売却損    ※３     ───── 

  工具器具備品     1,751千円

合計      1,751千円

  

※４ 本社移転費用 

固定資産除却損 6,947千円

原状回復費用  5,170千円

合計 12,117千円

※４    ───── ※４    ───── 

※５    ───── ※５ 減損損失 

当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて

減損損失を計上しました。 

(1)減損損失を認識した資産  

※５ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。 

(1)減損損失を認識した資産  

 
場所 用途 種類 減損損失 

本社 

（東京都

新宿区） 

事業用設

備 

ソフトウ

エア 
2,141千円

場所 用途 種類 減損損失 

本社 

（東京都

新宿区）

事業用設

備 

ソフトウ

エア 
10,422千円

  (2)減損損失に至った経緯  

サービスの開始時に検討した事業計画

において当初想定していた収益の達成

が遅れており、計画値の達成まで時間

を要すると判断したため減損損失を認

識しております。 

(2)減損損失に至った経緯  

サービスの開始時に検討した事業計画

において当初想定していた収益の達成

が遅れており、サービス終了の意思決

定を行ったため、もしくは計画値の達

成まで時間を要すると判断したため減

損損失を認識しております。 

  (3)資産のグルーピングの方法  

継続的に収支の把握を行っている管理

会計上の区分に基づき資産のグルーピ

ングを行っております。 

(3)資産のグルーピングの方法  

継続的に収支の把握を行っている管理

会計上の区分に基づき資産のグルーピ

ングを行っております。 

  (4)回収可能価額の算定方法  

回収可能価額の算定にあたっては、使

用価値を零として減損損失を測定して

おります。 

(4)回収可能価額の算定方法  

回収可能価額の算定にあたっては、使

用価値を零として減損損失を測定して

おります。 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 平成18年６月19日付公募増資により、発行済株式が2,000株増加しております。  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 新株予約権の行使により、発行済株式総数が925株増加しております。  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数 

（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数 

（株） 

当中間連結会計期間
末株式数 

（株） 

発行済株式        

普通株式 13,315 2,000 － 15,315 

合計 13,315 2,000 － 15,315 

自己株式        

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数 

（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数 

（株） 

当中間連結会計期間
末株式数 

（株） 

発行済株式        

普通株式 77,330 925 － 78,255 

合計 77,330 925 － 78,255 

自己株式        

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） （１）平成18年６月19日付公募増資により、発行済株式が2,000株増加しております。  

（２）平成18年10月１日付をもって１株を５株に株式分割し、発行済株式が61,260株増加しております。   

（３）新株予約権の行使により、発行済株式総数が755株増加しております。   

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末株
式数（株） 

発行済株式        

普通株式 13,315 64,015 － 77,330 

合計 13,315 64,015 － 77,330 

自己株式        

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在） 

  （千円）

現金及び預金勘定  3,107,586 

現金及び現金同等物  3,107,586 

  （千円）

現金及び預金勘定 2,644,901 

現金及び現金同等物 2,644,901 

  （千円）

現金及び預金勘定 2,899,810 

現金及び現金同等物 2,899,810 



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

工具器具備
品 

3,612 301 3,311 

合計 3,612 301 3,311 

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

工具器具備
品 

39,497 11,207 28,289 

合計 39,497 11,207 28,289 

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円) 

工具器具備
品 

35,842 3,061 32,781 

合計 35,842 3,061 32,781 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 863千円

１年超 2,468千円

合計 3,332千円

１年内   16,466千円

１年超      12,083千円

合計      28,550千円

１年内    15,089千円

１年超      17,798千円

合計      32,887千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料 324千円

減価償却費相当額 301千円

支払利息相当額  44千円

支払リース料    8,415千円

減価償却費相当額    8,146千円

支払利息相当額    423千円

支払リース料    3,192千円

減価償却費相当額    3,061千円

支払利息相当額    237千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

(5）利息相当額の算定方法  

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

(5）利息相当額の算定方法  

同 左 

(5）利息相当額の算定方法  

同 左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 23,578千円

１年超 15,190千円

合計 38,768千円

１年内       75,916千円

１年超       42,941千円

合計 
      118,858千

円

１年内       25,207千円

１年超       7,327千円

合計       32,534千円

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

（減損損失について） 

同 左 

（減損損失について） 

同 左 



（有価証券関係） 

  前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

  当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

（注） 当社グループは、前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）まではデリバティブ取引を

行っておりましたが、当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）はデリバティブ

取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。  

      （ストック・オプション等関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）    

 該当事項はありません。   

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）    

 該当事項はありません。   

 時価評価されていない主な有価証券の内容  

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 31,500 

 時価評価されていない主な有価証券の内容  

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 52,000 

その他 50,000 

合計 102,000 

 時価評価されていない主な有価証券の内容  

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 51,500 

その他 50,000 

合計 101,500 

種類 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

契約額等 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

契約額等 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

金利キャップ取引 － － － － － －

金利スワップ取引 － － － － － －

合計 － － － － － －



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 （注） 平成18年10月１日をもって普通株式１株から５株の株式分割を行っており、分割後の株式数に換算しておりま 

    す。 

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 （注） 平成18年10月１日をもって普通株式１株から５株の株式分割を行っており、分割後の株式数に換算しておりま 

    す。 

 
平成17年４月12日 

第１回ストック・オプション 
平成17年４月12日 

第２回ストック・オプション
平成17年６月24日 

第３回ストック・オプション
平成17年６月24日 

第４回ストック・オプション

付与対象者の区分 

及び数 

取締役    １名 

社外取締役  １名 

従業員    ５名  

取締役    １名 

社外取締役  １名 

監査役    １名 

従業員    18名 

子会社取締役 １名 

子会社従業員 14名 

社外関係者  １名 

取締役    １名 

従業員    36名 

監査役    １名 

従業員    ３名 

子会社取締役 １名 

子会社従業員 18名 

社外関係者  ２名 

 株式の種類別の 

ストック・ 

 オプション数

（注） 

普通株式 1,890株 普通株式  5,890株 普通株式 1,460株 普通株式 860株 

付与日 平成17年４月12日 平成17年４月12日 平成17年６月24日 平成17年６月24日 

権利確定条件 
 権利確定条件は付され

ておりません。 

 権利確定条件は付され

ておりません。 

 権利確定条件は付され

ておりません。 

 権利確定条件は付され

ておりません。 

対象勤務期間 
 対象勤務期間の定めは

ありません。 

 対象勤務期間の定めは

ありません。 

 対象勤務期間の定めは

ありません。 

 対象勤務期間の定めは

ありません。 

権利行使期間 
 平成19年４月13日～ 

平成27年４月12日 

  平成17年４月13日～

 平成27年４月12日 

 平成19年６月25日～ 

 平成27年６月24日 

 平成17年７月１日～ 

 平成27年６月30日 

 
平成17年４月12日 

第1回ストック・オプション 
平成17年４月12日 

第2回ストック・オプション
平成17年６月24日 

第3回ストック・オプション
平成17年６月24日  

第4回ストック・オプション

権利確定前 （株）         

前連結会計年度末 1,890 － 1,435 － 

付与 － － － － 

失効 － － 150 － 

権利確定 － － － － 

未確定残 1,890 － 1,285 － 

権利確定後  （株）         

前連結会計年度末 － 1,255 － 825 

権利確定 － － － － 

権利行使 － 570 － 185 

失効 － － － 5 

未行使残 － 685 － 635 



② 単価情報 

（注）平成18年10月１日をもって普通株式１株から５株の株式分割を行っており、権利行使価格につきましては、分割 

   による調整後の１株当たりの価格を記載しております。 

 
平成17年４月12日 

第１回ストック・オプション

平成17年４月12日 
第２回ストック・オプション

平成17年６月24日 
第３回ストック・オプション 

平成17年６月24日 
第４回ストック・オプション 

権利行使価格  （円） （注） 12,720 12,720 30,000   30,000 

行使時平均株価 （円） － 166,054 － 169,097 

公正な評価単価（付与日）（円） － －  － － 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な製品 

(1）インターネット（PC）アフィリエイト広告事業 

インターネットを介したアフィリエイト広告事業等 

(2）モバイルアフィリエイト広告事業 

携帯電話を介したアフィリエイト広告事業等 

(3）受託・その他事業 

システム利用料収受等 

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は196,823千円であり、その主な

ものは、全社にかかる人件費その他であります。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な製品 

(1）インターネット（PC）アフィリエイト広告事業 

インターネットを介したアフィリエイト広告事業等 

(2）モバイルアフィリエイト広告事業 

携帯電話を介したアフィリエイト広告事業等 

(3）受託・その他事業 

中国子会社における広告事業及びシステム利用料収受等 

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は258,878千円であり、その主な

ものは、全社にかかる人件費その他であります。 

  

インターネット
（PC）アフィリ
エイト広告事業 
（千円） 

モバイルアフィ
リエイト広告事
業（千円） 

受託・その他事
業（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上

高 
1,302,295 1,291,233 15,279 2,608,809 － 2,608,809 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
3,888 2,067 － 5,955 (5,955) － 

計 1,306,184 1,293,301 15,279 2,614,764 (5,955) 2,608,809 

営業費用 1,125,943 1,003,452 37,003 2,166,399 190,867 2,357,267 

営業利益又は営業損失（△） 180,240 289,848 △21,724 448,365 (196,823) 251,541 

  

インターネット
（PC）アフィリ
エイト広告事業 
（千円） 

モバイルアフィ
リエイト広告事
業（千円） 

受託・その他事
業（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上

高 
925,251 1,191,537 41,558 2,158,347 － 2,158,347 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
6,260 989 240 7,490 (7,490)  － 

計 931,511 1,192,526 41,799 2,165,837 (7,490)   2,158,347 

営業費用 896,385 1,146,627 139,959 2,182,972 251,388 2,434,360 

営業利益又は営業損失（△） 35,126 45,899 △98,160 △17,134 (258,878) △276,013 



４．会計方針の変更 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４に記載のとおり、当社は、法人税法の改正に伴

い、当中間連結会計期間より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「インターネット（PC）アフィリエイト広告事業」

の営業費用は993千円増加、「モバイルアフィリエイト広告事業」の営業費用は1,480千円増加、「受託・そ

の他事業」の営業費用は824千円増加、「消去又は全社」の営業費用は676千円増加し、営業利益が同額減少

しております。 

５．追加情報 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４に記載のとおり、当社は、法人税法の改正に伴

い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との

差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却に含めて計上しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。  

  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な製品 

(1）インターネット（PC）アフィリエイト広告事業 

インターネットを介したアフィリエイト広告事業等 

(2）モバイルアフィリエイト広告事業 

携帯電話を介したアフィリエイト広告事業等 

(3）受託・その他事業 

システム利用料収受等 

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は449,856千円であり、その主な

ものは、全社にかかる人件費その他であります。 

  

インターネット
（PC）アフィリ
エイト広告事業 

（千円） 

モバイルアフィ
リエイト広告事
業（千円） 

受託・その他事
業（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上

高 
2,565,533 2,319,120 34,775 4,919,429 － 4,919,429 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
7,157 2,898 － 10,056 (10,056) － 

計 2,572,691 2,322,018 34,775 4,929,485 (10,056) 4,919,429 

営業費用 2,313,147 1,891,928 70,371 4,275,447 439,800 4,715,247 

営業利益又は営業損失（△） 259,544 430,090 △35,596 654,037  (449,856) 204,181 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額又は中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

前中間連結会計期間 

  (自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

  (自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

 （自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 218,669円56銭

１株当たり中間純利益 7,466円10銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益 

6,972円91銭

１株当たり純資産額 40,235円15銭

１株当たり中間純損失 △2,518円35銭

１株当たり純資産額     42,813円36銭

１株当たり当期純利益       706円02銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 

     633円06銭

   当社は、平成18年10月１日付で普通株式１

株につき５株の株式分割を行っております。 

  当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前中間連結会計期間における１株当

たり情報は、以下のとおりとなります。 

 当社は、平成18年10月１日付で普通株式１

株につき５株の株式分割を行っております。 

  当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前連結会計年度における１株当たり

情報は、以下のとおりとなります。 

   前中間連結会計期間  前連結会計年度 

  １株当たり純資産額 43,733円91銭

１株当たり当期純利益 1,493円22銭

  

１株当たり純資産額 9,568円67銭

１株当たり当期純利益 4,536円40銭

   なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、潜在株式は存在するものの、

１株当たり中間純損失であるため記載してお

りません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、新株予約権の残高はあります

が、当社株式は非上場であるため、期中平均

株価が把握できませんので記載しておりませ

ん。 

  
前中間連結会計期間 

 (自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

 (自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

 (自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失       

中間（当期）純利益又は中間純損失（△）

（千円） 
107,897 △195,742 52,639 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益又は中間

純損失（△）（千円） 
107,897 △195,742 52,639 

期中平均株式数（株） 14,451 77,727 74,557 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益       

中間（当期）純利益調整額（千円）  － － － 

普通株式増加数（株）  1,022 － 4,831 

（うち新株予約権）  (1,022) － (4,831) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

    ─────     ─────     ───── 



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 

 (自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

 (自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

 (自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

株式分割  

 平成18年８月14日開催の取締役会決議

に基づき、下記のとおり株式分割による

新株式を発行いたしております。 

(1）分割方法  

  平成18年９月30日 終の株主名簿に記

載または記録された株主の所有普通株式

１株につき５株の割合をもって分割しま

す。   

(2）分割により増加する株式数 

 株式分割前の当社発行済株式総数 

    15,315株  

株式分割により増加する株式数 

61,260株 

株式分割後の当社発行済株式総数 

76,575株 

株式分割後の発行可能株式総数  

306,300株 

  (3）日程 

    割当基準日          平成18年９月30日 

    効力発生日          平成18年10月１日  

(4）配当起算日 

               平成18年４月１日 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の前中間連結会計期間及び前

連結会計年度における１株当たり情報、

及び当期首に行われたと仮定した場合の

当中間連結会計期間における１株当たり

情報は、それぞれ以下のとおりでありま

す。 

  

前中間連結 

会計期間 

当中間連結 

会計期間 

前連結 

会計年度 

１株当たり 

純資産額  

6,132円54銭  

１株当たり 

純資産額   

43,733円91銭 

１株当たり 

純資産額   

9,568円67銭  

１株当たり 

中間純利益   

1,465円82銭  

１株当たり 

中間純利益   

1,493円22銭  

１株当たり 

当期純利益   

4,536円40銭  

 なお、潜在

株式調整後１

株当たり中間

純利益につい

ては新株予約

権の残高はあ

りますが、当

社株式は非上

場であるため

期中平均株価

が把握できま

せんので記載

しておりませ

ん。  

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益  

1,394円58銭  

 なお、潜在

株式調整後１

株当たり当期

純利益につい

ては新株予約

権の残高はあ

りますが、当

社株式は非上

場であるため

期中平均株価

が把握できま

せんので記載

しておりませ

ん。  

────── 持分法適用関連会社株式の売却 

(1）株式売却の旨及び目的   

平成19年５月25日開催の取締役会の決議に

基づき、当社は持分法適用の関連会社であ

る株式会社ネットマーケティングの株式の

一部を当社のグループ戦略を再構築する目

的で売却いたしました。 同社株式の売却

により、同社は関連会社ではなくなり持分

法適用除外となります。  

(2）売却先 

 日本アジア投資株式会社  

(3）売却日 

 平成19年５月25日 

（株式売買約定書締結）  

(4）当該関連会社の名称、事業内容及び当社

との取引内容 

 名  称： 

  株式会社ネットマーケティング 

 事業内容： 

  インターネットアフィリエイト 

  広告事業 

 取引内容： 

  WEBプロモーションにおけるシス 

  テム提供 

(5）売却する株式数、売却価額、売却損益及

び売却後の持分比率  

売却株式数   ：1,500株 

売却価額    ：102,000千円 

売却損益    ：86,893千円 

売却後の持分比率：4.2％ 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   2,993,323   2,502,574 2,703,905   

２．売掛金   821,465   629,206 608,512   

３．たな卸資産   183   583 623   

４．繰延税金資産   12,068   － －   

５．その他   23,472   32,539 61,469   

貸倒引当金   △1,769   △6,314 △2,930   

流動資産合計     3,848,744 89.7 3,158,589 80.1   3,371,581 83.7

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 98,925   156,995 98,697   

２．無形固定資産   79,348   176,418 104,682   

３．投資その他の資産           

(1）関係会社出資金   －   235,489 －   

(2）繰延税金資産   5,526   － －   

(3）その他   258,659   239,958 471,156   

貸倒引当金   －   △22,027 △17,022   

計   264,185   453,419 454,133   

固定資産合計     442,459 10.3 786,833 19.9   657,513 16.3

資産合計     4,291,203 100.0 3,945,423 100.0   4,029,094 100.0 

            

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金   721,378   573,726 569,238   

２．一年以内返済予定
長期借入金 

  19,383   10,008 10,008   

３．未払法人税等   76,295   6,076 －   

４．ポイント引当金    10,771   21,653 16,196   

５．その他 ※２ 101,059   162,034 139,697   

流動負債合計     928,887 21.7 773,499 19.6   735,142 18.3

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金   18,308   8,300 13,304   

固定負債合計     18,308 0.4 8,300 0.2   13,304 0.3

負債合計     947,195 22.1 781,799 19.8   748,446 18.6

            

 



    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）                    

Ⅰ 株主資本                     

 １ 資本金     1,443,985 33.6   1,461,884 37.1   1,450,385 36.0 

 ２ 資本剰余金                    

  (1)資本準備金   1,433,985     1,451,884     1,440,385    

   資本剰余金合計     1,433,985 33.4   1,451,884 36.8   1,440,385 35.7 

 ３ 利益剰余金                    
(1)その他利益 

   剰余金 
                   

     繰越利益剰余

金 
  466,038     249,856     389,877    

   利益剰余金合計     466,038 10.9   249,856 6.3   389,877 9.7 

     株主資本合計     3,344,008 77.9   3,163,624 80.2   3,280,648 81.4 

純資産合計     3,344,008 77.9   3,163,624 80.2   3,280,648 81.4 

負債純資産合計     4,291,203 100.0   3,945,423 100.0   4,029,094 100.0 

                     



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   2,600,488 100.0 2,119,502 100.0   4,897,343 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,946,973 74.9 1,723,969 81.3   3,737,175 76.3

売上総利益   653,514 25.1 395,532 18.7   1,160,168 23.7

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

  419,913 16.1 633,318 29.9   977,498 20.0

営業利益又は営
業損失(△) 

  233,601 9.0 △237,786 △11.2   182,669 3.7

Ⅳ 営業外収益 ※１ 370 0.0 5,471 0.2   2,818 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２ 44,944 1.7 603 0.0   57,922 1.2

経常利益又は経
常損失(△) 

  189,027 7.3 △232,918 △11.0   127,565 2.6

Ⅵ 特別利益 ※３ 2,230 0.1 101,145 4.8   － －

Ⅶ 特別損失 
※４ 
※５ 

17,975 0.7 5,991 0.3   36,002 0.7

税引前中間(当
期)純利益又は
税引前中間純損
失(△) 

  173,283 6.7 △137,764 △6.5   91,562 1.9

法人税、住民税
及び事業税 

  71,423   2,257 48,269   

法人税等調整額   1,191 72,615 2.8 － 2,257 0.1 18,786 67,056 1.4

中間(当期)純利
益又は中間純損
失(△) 

  100,667 3.9 △140,021 △6.6   24,506 0.5

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

   前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

   当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 

株主資本  

純資産合計  
資本金  

資本剰余金  利益剰余金 

株主資本合計  
資本準備金  

資本剰余金 

合計  

その他利益 

剰余金 利益剰余金 

合計  繰越利益 

剰余金 

平成18年３月31日 残高

（千円） 
141,985 131,985 131,985 365,371 365,371 639,341 639,341 

中間会計期間中の変動額              

  新株の発行 1,302,000 1,302,000 1,302,000     2,604,000 2,604,000 

  中間純利益       100,667 100,667 100,667 100,667 

 中間会計期間中の変動額合計

（千円） 
1,302,000 1,302,000 1,302,000 100,667 100,667 2,704,667 2,704,667 

 平成18年９月30日 残高

（千円） 
1,443,985 1,433,985 1,433,985 466,038 466,038 3,344,008 3,344,008 

 

株主資本  

純資産合計  
資本金  

資本剰余金  利益剰余金 

株主資本合計  
資本準備金  

資本剰余金 

合計  

その他利益 

剰余金 利益剰余金 

合計  繰越利益 

剰余金 

平成19年３月31日 残高

（千円） 
1,450,385 1,440,385 1,440,385 389,877 389,877 3,280,648 3,280,648 

中間会計期間中の変動額              

  新株の発行 11,499 11,499 11,499     22,998 22,998 

  中間純損失       △140,021 △140,021 △140,021 △140,021 

 中間会計期間中の変動額合計

（千円） 
11,499 11,499 11,499 △140,021 △140,021 △117,023 △117,023 

 平成19年９月30日 残高

（千円） 
1,461,884 1,451,884 1,451,884 249,856 249,856 3,163,624 3,163,624 



   前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 

株主資本  

純資産合計  
資本金  

資本剰余金  利益剰余金 

株主資本合計  
資本準備金  

資本剰余金 

合計  

その他利益 

剰余金 利益剰余金 

合計  繰越利益 

剰余金 

平成18年３月31日 残高

（千円） 
141,985 131,985 131,985 365,371 365,371 639,341 639,341 

事業年度中の変動額              

  新株の発行 1,308,400 1,308,400 1,308,400     2,616,800 2,616,800 

  当期純利益       24,506 24,506 24,506 24,506 

 事業年度中の変動額合計 

（千円） 
1,308,400 1,308,400 1,308,400 24,506 24,506 2,641,306 2,641,306 

 平成19年３月31日 残高

（千円） 
1,450,385 1,440,385 1,440,385 389,877 389,877 3,280,648 3,280,648 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

関連会社株式 

移動平均法による原価法を採

用しております。 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

同左 

(1）有価証券 

同左 

  (2）デリバティブ 

時価法を採用しております。 

(2）   ────── (2）デリバティブ 

時価法を採用しております。 

  (3）たな卸資産 

   ────── 

(3）たな卸資産 

商品 

先入先出法による原価法を採

用しております。 

(3）たな卸資産 

   ────── 

  仕掛品 

個別法による原価法を採用し

ております。 

仕掛品 

個別法による原価法を採用し

ております。 

仕掛品 

個別法による原価法を採用し

ております。 

  貯蔵品 

先入先出法による原価法を採

用しております。 

貯蔵品 

先入先出法による原価法を採

用しております。 

貯蔵品 

先入先出法による原価法を採

用しております。 

       
２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物附属設備  ８～15年 

工具器具備品  ４～８年 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物附属設備  ６～15年 

工具器具備品  ４～８年 

（会計処理の変更） 

  当中間会計期間より法人税

法の改正に伴い、平成19年４

月１日以降に取得した資産に

ついては、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変

更しております。 

 なお、この変更により、営

業利益、経常利益及び税引前

中間純利益はそれぞれ3,975

千円減少しております。   

（追加情報） 

  当中間会計期間より法人税

法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到

達した事業年度の翌事業年度

より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しておりま

す。 

 これによる損益に与える影

響は軽微であります。   

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物附属設備  ６～15年 

工具器具備品  ４～８年 

  (2）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウエ

アについては、社内における

利用可能期間（３～５年）に

基づいております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については、個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）ポイント引当金  

  顧客に付与されたポイントの使

用による費用発生に備えるため、

当中間会計期間末において将来使

用されると見込まれる額を計上し

ております。 

 （追加情報） 

  ポイント引当金は、ポイント付

与数及びポイント利用数が増加し

たことから重要性が増し、かつ、

当中間会計期間末において将来利

用されると見込まれる額の合理的

な算定が可能となったことから、

当中間会計期間より計上すること

といたしました。 

  これに伴い、従来の方法に比較

して売上総利益、営業利益及び経

常利益はそれぞれ4,999千円減少

し、さらに特別損失として過年度

分のポイント引当金繰入額を

5,771千円計上したことにより、

税引前中間純利益は10,771千円減

少しております。 

(2）ポイント引当金  

  顧客に付与されたポイントの使

用による費用発生に備えるため、

当中間会計期間末において将来使

用されると見込まれる額を計上し

ております。 

(2）ポイント引当金  

  顧客に付与されたポイントの使

用による費用発生に備えるため、

当事業年度末において将来使用さ

れると見込まれる額を計上してお

ります。 

 （追加情報） 

  ポイント引当金は、ポイント付

与数及びポイント利用数が増加し

たことから重要性が増し、かつ、

当事業年度末において将来利用さ

れると見込まれる額の合理的な算

定が可能となったことから、当事

業年度より計上することといたし

ました。 

  これに伴い、従来の方法に比較

して売上総利益、営業利益及び経

常利益はそれぞれ10,425千円減少

し、さらに特別損失として過年度

分のポイント引当金繰入額を

5,771千円計上したことにより、

税引前当期純利益は16,196千円減

少しております。 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

同左 同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）  

 当中間会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第８号 平成17年12

月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額

は3,344,008千円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、改正後の

中間財務諸表等規則により作成しており

ます。 

  

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）  

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適用して

おります。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

3,280,648千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における貸借対照表の純資産の部

については、改正後の財務諸表等規則によ

り作成しております。 

  

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

────── （中間貸借対照表）  

  「関係会社出資金」は、前中間会計期間まで、投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末におい

て資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しました。 

なお、前中間会計期間末の「関係会社出資金」の金額は116,469千円

であります。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

39,178千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

      77,828千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

      57,019千円 

※２ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいた

め、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。 

※２       同左 ※２       同左 

３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行 

うため取引銀行と当座貸越契約を締結

しております。 

当中間会計期間末における当座貸越契

約に係る借入実行残高は次のとおりで

あります。  

当座貸越極度額 300,000千円

借入実行残高 ― 

差引額   300,000千円

３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行 

うため取引銀行と当座貸越契約を締結

しております。 

当中間会計期間末における当座貸越契

約に係る借入実行残高は次のとおりで

あります。  

当座貸越極度額 300,000千円

借入実行残高  ― 

差引額  300,000千円

３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行 

うため取引銀行と当座貸越契約を締結

しております。 

当事業年度末における当座貸越契約に

係る借入実行残高は次のとおりであり

ます。  

当座貸越極度額 300,000千円

借入実行残高  ― 

差引額  300,000千円



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１    ───── ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１    ───── 

  受取利息      4,157千円  

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 1,757千円

上場関連費用  33,175千円

株式交付費   9,558千円

支払利息      347千円

株式交付費        114千円

支払利息      2,220千円

上場関連費用       33,175千円

株式交付費       9,622千円

貸倒引当金繰入額 11,964千円

※３    ───── ※３ 特別利益のうち主要なもの 

関係会社株式売却

益  

     100,500千円

※３    ───── 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

本社移転費用   12,117千円

過年度ポイント引当金

繰入額  

 5,771千円

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損  1,128千円

固定資産売却損  1,751千円

減損損失   3,111千円

※４ 特別損失のうち主要なもの 

本社移転費用     12,117千円

減損損失 14,447千円

※５    ───── ※５ 減損損失 

当中間会計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。 

(1)減損損失を認識した資産  

(2)減損損失に至った経緯  

サービスの開始時に検討した事業計画

において当初想定していた収益の達成

が遅れており、計画値の達成まで時間

を要すると判断したため減損損失を認

識しております。 

  

(3)資産のグルーピングの方法  

継続的に収支の把握を行っている管理

会計上の区分に基づき資産のグルーピ

ングを行っております。 

(4)回収可能価額の算定方法  

回収可能価額の算定にあたっては、使

用価値を零として減損損失を測定して

おります。 

場所 用途 種類 減損損失 

本社 

（東京都

新宿区） 

事業用設

備 

ソフトウ

エア 
3,111千円

※５ 減損損失 

当事業年度において、当社グループは

以下の資産グループについて減損損失

を計上しました。 

(1)減損損失を認識した資産  

(2)減損損失に至った経緯  

サービスの開始時に検討した事業計画

において当初想定していた収益の達成

が遅れており、サービス終了の意思決

定を行ったため、もしくは計画値の達

成まで時間を要すると判断したため減

損損失を認識しております。 

(3)資産のグルーピングの方法  

継続的に収支の把握を行っている管理

会計上の区分に基づき資産のグルーピ

ングを行っております。 

(4)回収可能価額の算定方法  

回収可能価額の算定にあたっては、使

用価値を零として減損損失を測定して

おります。 

場所 用途 種類 減損損失 

本社 

（東京都

新宿区）

事業用設

備 

ソフトウ

エア 
14,447千円

６ 減価償却実施額 ６ 減価償却実施額 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 14,592千円

無形固定資産 12,513千円

有形固定資産       28,736千円

無形固定資産       8,887千円

有形固定資産       32,685千円

無形固定資産       26,040千円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

  前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）、当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年

９月30日）、及び前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）のいずれにおいても子会社株式及び関連会

社株式で時価のあるものはありません。 

  

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

工具器具備
品 

3,612 301 3,311 

合計 3,612 301 3,311 

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

工具器具備
品 

39,497 11,207 28,289 

合計 39,497 11,207 28,289 

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円) 

工具器具備
品 

35,842 3,061 32,781 

合計 35,842 3,061 32,781 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 863千円

１年超 2,468千円

合計 3,332千円

１年内    16,466千円

１年超      12,083千円

合計      28,550千円

１年内 15,089千円

１年超 17,798千円

合計 32,887千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料 324千円

減価償却費相当

額 
301千円

支払利息相当額  44千円

支払リース料    8,415千円

減価償却費相当

額 
   8,146千円

支払利息相当額    423千円

支払リース料    3,192千円

減価償却費相当

額 
   3,061千円

支払利息相当額    237千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

(5）利息相当額の算定方法  

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各

期への配分方法については、利息法に

よっております。 

(5）利息相当額の算定方法  

同 左 

(5）利息相当額の算定方法  

同 左 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 

（減損損失について） 

同 左 

（減損損失について） 

同 左 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり 

 であります。 

前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

 （自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

 （自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 218,348円59銭

１株当たり中間純利益 6,965円84銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益  

 6,505円69銭

１株当たり純資産額     40,427円12銭

１株当たり中間純損失    △1,801円46銭

   

１株当たり純資産額 42,424円00銭

１株当たり当期純利益 328円69銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 
308円69銭

    当社は、平成18年10月１日付で普通株式１

株につき５株の株式分割を行っております。 

  当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前中間会計期間における１株当たり

情報は、以下のとおりとなります。 

  当社は、平成18年10月１日付で普通株式１

株につき５株の株式分割を行っております。 

  当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前事業年度における１株当たり情報

は、以下のとおりとなります。 

   前中間会計期間   前事業年度  

  １株当たり純資産額 43,669円72銭

１株当たり当期純利益 1,393円17銭

１株当たり純資産額 9,603円32銭

１株当たり当期純利益 4,406円85銭

    なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、１株当たり中間純損失が計上

されているため、記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、新株予約権の残高はあります

が、当社株式は非上場であるため、期中平均

株価が把握できませんので記載しておりませ

ん。 

  
前中間会計期間 

 (自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

 (自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

 (自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失       

中間（当期）純利益又は中間純損失(△)（千

円） 
100,667 △140,021 24,506 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益又は中間

純損失(△)（千円） 
100,667 △140,021 24,506 

期中平均株式数（株） 14,451 77,727 74,557 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益       

中間（当期）純利益調整額（千円）  － － － 

普通株式増加数（株）  1,022 － 4,831 

（うち新株予約権）  (1,022) － (4,831) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

     ─────      ─────      ───── 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

 (自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

 (自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

 (自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

 株式分割  

 平成18年８月14日開催の取締役会決議に基

づき、下記のとおり株式分割による新株式を

発行いたしております。 

(1）分割方法  

  平成18年９月30日最終の株主名簿に記載

または記録された株主の所有普通株式１株

につき５株の割合をもって分割します。   

(2）分割により増加する株式数 

 株式分割前の当社発行済株式総数 

    15,315株 

株式分割により増加する株式数 

61,260株 

株式分割後の当社発行済株式総数 

76,575株 

株式分割後の発行可能株式総数  

306,300株 

  (3）日程 

    割当基準日          平成18年９月30日 

    効力発生日          平成18年10月１日  

(4）配当起算日 

               平成18年４月１日 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前中間会計期間及び前事業年度

における１株当たり情報、及び当期首に行

われたと仮定した場合の当中間会計期間に

おける１株当たり情報は、それぞれ以下の

とおりであります。 

  

前中間 

会計期間 

当中間 

会計期間 

前事業 

年度 

１株当たり 

純資産額  

6,416円05銭  

１株当たり 

純資産額   

43,669円72銭 

１株当たり 

純資産額   

9,603円32銭  

１株当たり 

中間純利益   

1,575円24銭  

１株当たり 

中間純利益   

1,393円17銭  

１株当たり 

当期純利益   

4,406円85銭  

 なお、潜在

株式調整後１

株当たり中間

純利益につい

ては新株予約

権の残高はあ

りますが、当

社株式は非上

場であるため

期中平均株価

が把握できま

せんので記載

しておりませ

ん。  

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益  

1,301円14銭  

 なお、潜在

株式調整後１

株当たり当期

純利益につい

ては新株予約

権の残高はあ

りますが、当

社株式は非上

場であるため

期中平均株価

が把握できま

せんので記載

しておりませ

ん。  

────── 持分法適用関連会社株式の売却 

(1）株式売却の旨及び目的   

平成19年５月25日開催の取締役会の決議に

基づき、当社は持分法適用の関連会社であ

る株式会社ネットマーケティングの株式の

一部を当社のグループ戦略を再構築する目

的で売却いたしました。 同社株式の売却

により、同社は関連会社ではなくなり持分

法適用除外となります。  

(2）売却先 

 日本アジア投資株式会社  

(3）売却日 

 平成19年５月25日 

（株式売買約定書締結）  

(4）当該関連会社の名称、事業内容及び当社

との取引内容 

 名  称： 

  株式会社ネットマーケティング 

 事業内容： 

  インターネットアフィリエイト広告事業 

 取引内容： 

  WEBプロモーションにおけるシステム提供

(5）売却する株式数、売却価額、売却損益及

び売却後の持分比率  

売却株式数   ：1,500株 

売却価額    ：102,000千円 

売却損益    ：100,500千円 

売却後の持分比率：4.2％ 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第７期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）平成19年６月27日関東財務局長に提出。 

(2) 有価証券報告書の訂正報告書 

 平成19年10月２日関東財務局長に提出。 

 事業年度（第７期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であり

ます。 

(3) 臨時報告書 

 平成19年５月25日関東財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号の規定に基づき提出するものであります。 

(4) 臨時報告書 

 平成19年６月14日関東財務局長に提出。 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づき提出するものであります。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年12月21日 

株式会社アドウェイズ  

  取締役会 御中      

  あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 佐藤 雄一  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 近藤 康仁  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社アドウェイズの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日か

ら平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株

主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社アドウェイズ及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年10月１日付で株式分割を行った。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年12月20日 

株式会社アドウェイズ  

  取締役会 御中      

  あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 佐藤 雄一  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 近藤 康仁  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社アドウェイズの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年

４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、

中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社アドウェイズ及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年12月21日 

株式会社アドウェイズ  

  取締役会 御中      

  あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 佐藤 雄一  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 近藤 康仁  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社アドウェイズの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第７期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から

平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財

務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社アドウェイズの平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年10月１日付で株式分割を行った。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年12月20日 

株式会社アドウェイズ  

  取締役会 御中      

  あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 佐藤 雄一  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 近藤 康仁  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社アドウェイズの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第８期事業年度の中間会計期間（平成19年４

月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本

等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社アドウェイズの平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年４月１

日から平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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